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１
国有林野の管理経営に関する基本計画の変更案に対する意見の概要

１ 募集期間 平成24年11月１日（木）～平成24年12月１日（土）の30日間

２ 提出者数 21件（個人20件、団体・法人１件）

３ 意見項目数 重複を排除し、21項目

４ 処理状況

処理結果の区分 項目数 提出意見の例（概要）

１ 要旨を取り入れて ○ 継続的な林業経営、技術の伝承、地球温暖化防止等のために
いるもの １１ も、一定量の人工造林が必要不可欠ではないか。

○ 材価下落時には、国有林での伐採を一時的に止めるなどの
措置を行うべき。

２ 要旨を一部取り入 ○ 治山事業は国民の生命と財産を守る重要なものであり、防
れているもの ３ 災・減災の観点からも計画的な予算措置を行い、推進してほ

しい。
○ 福島県に放射性物質汚染に関する研究場所を設置し、研究を
行ってほしい。

３ 修正するもの ○ 再生可能エネルギーの例示として、風力と小規模水力が挙
２ げられているが、再生可能エネルギー特別措置法による５種

類を全て明記してほしい。

４ 今後の検討課題等 ○ 広大な国有林において国民の要請に機動的・弾力的に対応
５ していくには、現状の職員数では足りないのではないか。

○ 地球温暖化対策税の活用等により安定した財源を確保し、
適切な森林整備等を実施してほしい。
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国有林野の管理経営に関する基本計画の変更案に対する
意見の要旨及び当該意見の処理の結果（案）

処理の結果の凡例及び項目数（重複を排除し21項目）

１：要旨を取り入れているもの （11項目）
２：要旨を一部取り入れているもの （３項目）
３：修正するもの （２項目）
４：今後の検討課題等 （５項目）

該当箇所 意見の要旨（集約） 処理の結果 処理の理由等

１ 国有林野の管理経営に 継続的な林業経営、技術の 国有林野の管理経営は、公益的機能の維持増進
関する基本方針 伝承、地球温暖化防止等の とともに、持続的・計画的な林産物の供給等が目標と

(1) 公益重視の管理経営の ためにも、一定量の人工造林 されています。

一層の推進 が必要不可欠ではないか。 １ このため、公益的機能の発揮を図りながら、適切な
施業の結果得られる木材を計画的に供給していくこと
が重要であり、人工造林については、機能類型区分
ごとの管理経営の考え方に即して、適切な施業を推
進する中で、実施していく考えです。

「公益重視の管理経営の一層 「国有林野の管理経営に関する法律」では、管理
の推進」という方針は、「国有 経営の目標の１つに「公益的機能の維持増進」が掲
林野の管理経営に関する法 げられています。

律 」に掲げる目標と整合がと ４ 今回の変更では、「公益的機能の維持増進」に向
れていないのではないか。 けた管理経営を一層推進するとの観点から「公益重

視の管理経営の一層の推進」としたものです。
このため、国有林野の管理経営の目標との整合は

とれているものと考えています。

１ 国有林野の管理経営に 治山事業は国民の生命と 国民の安全と安心を確保するため、重要な水源地
関する基本方針 財産を守る重要なものであり、 域等において、今後とも治山事業を計画的に推進し

(1) 公益重視の管理経営の 防災・減災の観点からも計画 ２ ていくこととしています。
一層の推進 的な予算措置を行い、推進し このため、今後とも必要な予算が確保されるよう努

てほしい。 める考えです。
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該当箇所 意見の要旨（集約） 処理の結果 処理の理由等

１ 国有林野の管理経営に 治山事業の実施に当たっ 国民の安全と安心を確保するため、今後とも民有

関する基本方針 ては、民有林及び関係省庁と １ 林治山事業や他の国土保全施策との連携の下に治
(1) 公益重視の管理経営の の連携を図るべき。 山事業を計画的に推進することとしています。
一層の推進

林業専用道の規格は、10ｔ 林業専用道は、林道規程で定める自動車道２級の
車が木材を積んで走行するに うち、林道の利用形態がもっぱら森林施業の実施で

は危険であり 、最低でも２級 １ ある場合の規格を適用して整備しています。この規格
林道並として整備してほしい。 は、10ｔ積トラックが安全に通行可能なものとして定め

られています。
今後とも規格に基づき整備を進める考えです。

林業専用道の開設につい 林道、林業専用道の整備に当たっては、「路網・作
て、基幹的なもの及び急傾 業システム検討委員会」の最終とりまとめで示された

斜地については、林道とし １ 考え方に沿って、それぞれの道の役割や、地形等の
て開設し、専用道は、支線 自然条件、地域で導入される作業システム等を勘案
的なもの並びに緩傾斜地に し、今後とも適切に組み合わせて整備を進める考え
限定し開設すべき。 です。

１ 国有林野の管理経営に 国有林には国有林ならでは 国有林野の管理経営に当たっては、民有林関係
関する基本方針 の技術等があり、民有林には 者等と連携しつつ、我が国の森林・林業の再生に貢

(2 ) 森林の流域管理システ 民有林ならではの技術等があ 献することとしています。 この「民有林関係者等との
ムの下での森林・林業の再 る。両者が互いの良い面を吸 連携」の具体的な内容として、「民有林への指導やサ

生に向けた貢献 収し、連携することが望ましい １ ポートなど」としたものです。
ため、「民有林への指導」とい 具体的には、国有林の技術等を指導するだけでは
う文言は、「民有林との連携」 なく、民有林を含めた先駆的な技術等を国有林のフ
とすべきではないか。 ィールドで試行し、民・国を問わず普及・定着を図る

など民有林のニーズに応じたサポートに取り組む考
えです。
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該当箇所 意見の要旨（集約） 処理の結果 処理の理由等

１ 国有林野の管理経営に 林業事業体の経営基盤の 将来事業量を対外的に明確化する仕組みの導入
関する基本方針 安定のため、計画的・安定 や総合評価落札方式等の活用など事業発注者とし

( 2 ) 森林の流域管理システ 的な事業量の確保とともに、 ての特性を活かした林業事業体の育成に取り組む

ムの下での森林・林業の再 林業事業体の技術力等を評 ２ こととしてます。
生に向けた貢献 価する総合評価落札方式の また、林業事業体の登録・評価の仕組みについ

イ 林業事業体の育成 拡充や林業事業体の登録・ ては、都道府県が、地域の実情に応じ、導入向け
評価の仕組みの早期導入が た取組を進めているところであり、導入状況等を
必要ではないか。 踏まえつつ国有林野事業における発注の活用を検

討していくこととしています。

１ 国有林野の管理経営に 国有林のフォレスターは民 国有林のフォレスターは、国有林野事業の遂行を
関する基本方針 有林への指導やサポートを行 通して培ってきた知識・技術や経験を基に、民有林の

(2 ) 森林の流域管理システ うにあたり、具体的にどのよう フォレスターと連携・協力しながら、市町村森林整備

ムの下での森林・林業の再 な活動等を行うのか。 １ 事業計画の策定に向けた助言など市町村行政の支
生に向けた貢献 援を行う考えです。

エ 森林・林業技術者等の育 その際、例えば、森林共同施業団地の設定による
成 民有林野と連結した路網の整備や民有林材との協調

出荷などを通じて、都道府県・市町村をはじめとした
地域の森林・林業関係者との連携を図る考えです。

１ 国有林野の管理経営に 「1－ (4)地球温暖化防止対策 「地球温暖化防止対策の推進」の項目において
関する基本方針 の推進」の項目は、内容が森 は、森林吸収源対策としての森林の適正な整備のほ

(4) 地球温暖化防止対策の 林吸収源対策のみなので、タ か、木材利用等についても推進することとしていま
推進 イトルを 「森林吸収源対策の す。

推進」とすべきではないか。 木材利用の推進は、間伐材の活用等により、森林

４ の整備・保全が促進されるだけではなく、利用それ自
体が製造エネルギーが多い他の材料の使用を抑制
することや木材として長期に利用されることにより二酸
化炭素を貯蔵することで地球温暖化防止に貢献する
ことになります。
このため、本項目のタイトルについては、地球温暖

化防止対策の推進が適当と考えています。
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該当箇所 意見の要旨（集約） 処理の結果 処理の理由等

２ 国有林野の維持及び保 「自然維持タイプ 」の設定 「自然維持タイプ」は、生物多様性保全機能の発
全に関する基本的な事項 に当たっては、再生可能エネ 揮を第一とする森林であり、有識者の意見等に基づ

(2 ) 保護林など優れた自然 ルギー設備の設置等が必要 き設定されている森林生態系保護地域であるなど一

環境を有する森林の維持・ 以上に制限されないよう 、設 １ 定の要件に基づき、区分する考えです。
保存 定根拠を明確にし、本当に維 なお、国土の保全や生物多様性の保全等に配慮し

持すべき森林であるかを精査 つつ、再生可能エネルギーを利用した発電に資する
してほしい。 国有林野の活用の推進に努める考えです。

３ 国有林野の林産物の供 安定して品質のいい丸太 国有林野の林産物の供給に当たっては、地域に
給に関する基本的な事項 を安く供給してほしい。 おける木材の安定供給体制の整備等が図られるよう、

(1) 林産物の安定供給 １ 地域や樹材種ごとの木材の価格、需給動向を把握し
つつ、適正な価格で、持続的かつ計画的な供給に努
めることとしています。

材価下落時には、国有林 林産物の供給に当たっては、木材の価格、需給動
での伐採を一時的に止めるな 向を把握しつつ、木材価格の急変時には、地域や関

どの措置を行うべき。 １ 係者の意見の迅速かつ適切な把握に取り組み、必要
に応じ、国有林野事業の全国的なネットワークを活用
した供給調整機能の発揮を図る考えです。

寺社仏閣等の建築に使用 民有林からの供給が期待しにくい大径長尺材等の

されるような大径木について、 １ 計画的な供給や地域の歴史的木造建造物の継承等
計画的な育成・生産に取り組 に貢献するための「木の文化を支える森づくり」を推
んでほしい。 進することとしています。

４ 国有林野の活用に関する 公益性を重視するあまり、 国土の保全や生物多様性の保全等に配慮しつつ、
基本的な事項 地熱発電事業の参入障壁と 再生可能エネルギーを利用した発電に資する国有林

(1) 国有林野の活用の適切 ならないようにしてほしい。ま １ 野の活用の推進に努める考えです。
な推進 た、地熱発電事業を「公益性 なお、既に再生可能エネルギー特別措置法による

が高いと認められる事業」とし 認定を受けた発電設備を公益事業用として取扱うな
て扱うなど 、事業主体によら ど国有林野の活用に関する規制の緩和に取り組んで
ず公平な扱いをしてほしい。 います。
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該当箇所 意見の要旨（集約） 処理の結果 処理の理由等

４ 国有林野の活用に関する 再生可能エネルギーの例 御趣旨を踏まえ、次のとおり修文します。
基本的な事項 示として、風力と小規模水 「太陽光、風力、小規模水力、地熱、バイオマス発電

(1) 国有林野の活用の適切 力が挙げられているが、再 ３ 等再生可能エネルギー源を活用した発電に資する用
な推進 生可能エネルギー特別措置 地としての国有林野の活用」

法による５種類を全て明記
してほしい。

再生可能エネルギーを利 御趣旨を踏まえ、次のとおり修文します。
用した発電用地としての国有 「太陽光、風力、小規模水力、地熱、バイオマス発電

林野の活用等の推進に努め ３ 等再生可能エネルギー源を活用した発電に資する用
るとしているが、発電用地を選 地としての国有林野の活用」
定するための調査に対しても
国有林野の活用を図ってほし
い。

６ 国有林野事業の実施体 国有林野事業債務管理特 国営企業の運営のための国有林野事業特別会計
制その他その運営に関す 別会計に承継する債務につ の廃止に伴い、収支均衡を図りつつ事業を運営する
る事項 いて、長期的な見通しを示す 形態ではなくなることから、今般の法律改正におい

べきである。 ４ て、本計画の計画事項から「長期的な収支の見通し」
が削除されました。
一方で、国有林野事業債務管理特別会計に承継

する債務の返済見通しについては、本年３月に林政
審議会において公表したところです。

６ 国有林野事業の実施体 広大な国有林において国 公益重視の管理経営の一層の推進や森林・林業
制その他その運営に関す 民の要請に機動的・弾力的に の再生への貢献等国有林野事業に求められる役割

る事項 対応していくには、現状の職 ４ を十全に果たせるよう、森林管理局と森林管理署、森
(1) 管理経営の実施体制 員数では足りないのではない 林管理署間の機能分担や業務を見直し、現場管理

か。現場に十分な職員を配置 や地域に密着した行政の推進に努める考えです。
すべき。
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該当箇所 意見の要旨（集約） 処理の結果 処理の理由等

７ その他国有林野の管理経 福島県に放射性物質汚染 東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、放
営に関し必要な事項 に関する研究場所を設置し、 射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国有林野

(3 ) 東日本大震災からの復 研究を行ってほしい。 の除染等に取り組むこととしています。

旧・復興への貢献 ２ このため、福島県内の国有林において、実証事業
等を実施し、森林除染に関する知見の収集や技術開
発に取り組んでいるところです。
なお、研究機関等からの要請に応じて、研究フィー

ルドとしての国有林野の利用に協力していく考えで
す。

その他 地球温暖化対策税の活用 森林整備等にかかる財源の確保については、平成
等により安定した財源を確保 24年度税制改正大綱において、「森林吸収源対策を
し、適切な森林整備等を実施 含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年

してほしい。 ４ 以降の地球温暖化対策の国内対策の策定に向けて
検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き
検討」とされており、これを踏まえ25年度税制改正要
望においても、森林吸収源対策等に資する税制措置
を要望しているところです。


